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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光ディスク駆動装置の光ピックアップレンズを清掃するクリーニングディスクであって、
当該光ディスク駆動装置により回転される内側ディスク部分と、当該内側ディスク部分よ
り外周側に位置して、当該内側ディスク部分に対して自由に回転可能な外側ディスク部分
と、当該外側ディスク部分の、当該光ピックアップレンズと対面する側に設置される清掃
部材と、当該外側ディスク部分に一端を固定され、外部から当該外側ディスク部分を回転
可能にする紐部材とを具備することを特徴とするクリーニングディスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光ピックアップレンズのクリーニングに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
光ピックアップレンズクリーニング用のディスクには従来から光ディスク及び光磁気ディ
スク等が用いられており、これらディスクのＴＯＣエリア近傍、又はプログラムエリア内
周近傍に光ピックアップレンズ清掃用のクリーニング部材が少なくとも１つ設けられてい
る。このクリーナーを再生装置で再生することにより、クリーニングディスクが回転し対
物レンズとブラシが接しクリーニングを行う。しかしこのようにディスクが回転すること
でクリーニングする方式は、クリーニングディスクに設けられたブラシが対物レンズ以外
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のプレーヤ内部のメカ等にも接触する場合が考えられる、その結果メカ部の油や汚れがブ
ラシに付着し、その汚れ等が今度は対物レンズに付くこととなり逆効果となる場合がある
。これら従来製品の問題点を解決すべく、クリーニングディスクを再生装置内で回転させ
ずにクリーニングする手段として、クリーニングディスク外周部の一部に手動によりディ
スクを左右に動かす為の紐などを設けたクリーナーが存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６０－４０５３７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
この方式は、プレーヤのディスク搬入出用トレー開口部より外に出ている紐を左右に動か
してクリーニンを行うので、ディスクを回転させることなくクリーニングが出来るが、現
在市販されているプレーヤの多くは、プレーヤ内部へのホコリの侵入を防ぐ為にディスク
挿入口に開閉式の蓋を設けたり、ディスク搬入出用トレー前部が蓋の役目もするような構
造となっていて、機密性保持の為しっかりと閉じる構造となっている。その結果クリーニ
ングディスクを左右に動かす為に設けてある紐が挟まれ非常に動かし難く、使用できる機
種が大幅に限定されてしまう等の制約があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、光ディスク駆動装置により回転される内側ディスク部分と、当該内側ディスク
部分より外周側に位置して、当該内側ディスク部分に対して自由に回転可能な外側ディス
ク部分と、当該外側ディスク部分の、当該光ピックアップレンズと対面する側に設置され
る清掃部材と、当該外側ディスク部分に一端を固定され、外部から当該外側ディスク部分
を回転可能にする紐部材とを具備することを特徴とするクリーニングディスクである。
【発明の効果】
【０００６】
外側ディスク部分に一端を固定され、外部から当該外側ディスク部分を回転化能にする具
備した紐部材を操作する事により光ピックアップの対物レンズのクリーニングが容易かつ
効果的に出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
光ディスク駆動装置により回転される内側ディスク部分と、当該内側ディスク部分より外
周側に位置して、当該内側ディスク部分に対して自由に回転可能な外側ディスク部分と、
当該外側ディスク部分の、当該光ピックアップレンズと対面する側に設置される清掃部材
と、当該外側ディスク部分に一端を固定され、外部から当該外側ディスク部分を回転可能
にする紐部材とを具備し実現した。
【実施例】
【０００８】
本発明の実施例を図１～図６に依って説明する。
プレーヤ７にディスクをセットする方式は、スロット８のローディングタイプ、トレー９
のローディングタイプ等があり、前者は、車載用ＣＤ、ＤＶＤプレーヤ等スペースに制約
がある装置に多く搭載され、後者は、据え置き形のＣＤ、ＤＶＤプレーヤに採用されてい
る。前記記載の各プレーヤ７に光ディスク駆動装置により回転される中心孔３を設けた内
側ディスク２部分と、当該内側ディスク２部分より外周側に位置して、当該内側ディスク
２部分に対して自由に回転可能な外側ディスク１部分と、当該外側ディスク１部分の、当
該光ピックアップレンズと対面する側に設置される清掃部材４と、当該外側ディスク１部
分に一端を固定され、外部から当該外側ディスク部分を回転可能にする紐５、この先端に
操作つまみ６を具備構成されたクリーニングディスクをセット（スロット８の場合は挿入
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、又はトレー９の場合はトレー９をイジェクトしクリーニングディスク１をセットし再度
イジェクト。）すると、前記内側ディスク２に設けた中心孔３がスピンドルベース１０に
セットされ同時にディスク押さえアーム１１が動作し該ディスク押さえアーム１１の先端
部に設けたディスクパット１２が内側ディスク２を押さえプレーヤ７は動作状態に入る。
【０００９】
光ディスク駆動装置によりデータ読み込み動作をしている間スピンドルベース１０及び内
側ディスク２は回転が持続するが、当該外側ディスク１部分に光ピックアップレンズと対
面する側に設置される清掃部材４と一端を固定され、外部から当該外側ディスク１部分を
回転可能にする紐５、この先端に設けた操作つまみ６を操作する事により清掃部材４が光
ピックアップの対物レンズ１４をクリーニングする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の光ピックアップレンズクリーナーを示す平面図。
【図２】本発明の光ピックアップレンズクリーナーを示す正面図。
【図３】本発明の光ピックアップレンズクリーナーをスロットローディングタイププレー
ヤに使用した状態を示す実施例図。
【図４】本発明の光ピックアップレンズクリーナーをトレーローディングタイププレーヤ
に使用した状態を示す実施例図。
【図５】本発明の光ピックアップレンズクリーナーをトレーローディングタイプドアー付
きプレーヤに使用した状態を示す実施例図。
【図６】本発明の光ピックアップレンズクリーナーのクリーニング動作を示す平面図。
【符号の説明】
【００１１】
　１：外側ディスク
　２：内側ディスク
　３：中心孔
　４：清掃部材
　５：紐
　６：操作つまみ
　７：プレーヤ
　８：スロット
　９：トレー
　１０：スピンドルベース
　１１：ディスク押さえアーム
　１２：ディスクパット
　１３：ドアー
　１４：対物レンズ
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